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松原市教育委員会６月定例会 議事録 

 

１．日  時   平成３０年６月６日（水） 午後３時００分 

 

２．場  所   松原市役所 ３階庁議室 

 

３．付議事件等 

   （１）報告  第６号  松原市社会教育委員の委嘱及び任命に係る専決処分の承認 

を求めることについて 

         第７号  平成 31年度使用松原市立義務教育諸学校教科用図書選定

（小学校）に係る諮問の専決処分の承認を求めることについ

て  

         第８号  松原市立義務教育諸学校教科用図書調査員の任命に係る専

決処分の承認を求めることについて  

         第９号  平成２９年度松原市一般会計補正予算（第７号）の専決処分

の承認を求めることについて 

                  第 10号 平成３０年度松原市一般会計補正予算（第１号）の専決処分

の承認を求めることについて 

  （２）議案  第 10号 松原市立公民館運営審議会委員の委嘱について 

  （３）その他          ・松原市少年自然の家の指定管理者募集について 

・執行機関の附属機関設置条例の一部を改正する条例制定

について（議会継続審査案件）の議会審議状況報告及び

これからの学校教育基本構想検討委員会規則（素案）に

ついて 

・調停事件の不成立について          

  

出席委員   東野教育長 辰巳教育長職務代理者 松井教育委員 栗崎教育委員 

田中教育委員 有馬教育委員 

 

事務局        伊藤教育総務部長 横田学校教育部長 髙橋教育監 坂野市民協働部長 

        中瀬福祉部長   

浦井教育総務部次長兼教育総務課長 岡林学校教育部次長  

青山市民協働部次長 森田福祉部次長兼福祉事務所長 田中子ども未来室長 

宮本教育政策課長 芝田文化財課長 幸教職員課長 

山森教育推進課長 前崎地域教育課長 道屋教育研修センター長 

津村いきがい学習課長 金福祉部参事 



－2－ 

 

東野教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松井委員 

 

東野教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 それでは、これより６月の定例教育委員会に入りたいと思います。 

 ただいまの出席委員は５名です。私を含めまして定足数に達しており

ますので、会議は成立しております。 

 （開会宣言 午後３時００分） 

 これより６月定例教育委員会を開催いたします。 

 なお、教育総務部の小川副理事、福祉部の大倉理事が欠席との届け出

がございましたので、ご報告いたします。 

 続きまして、会議録についてでございますが、４月、５月の定例会の

会議録につきましてはまだでき上がっておりませんので、次回定例教育

委員会でお諮りしたいと思います。 

 次に、本日の会議録の署名委員を指名いたします。 

 委員会会議規則第17条第２項の規定により、松井委員にお願いしたい

と思います。よろしくお願いいたします。 

 

 はい。 

 

 それでは、教育長報告を行います。 

 お手元の資料に基づき、報告をさせていただきます。 

 まず、５月９日から今日まで教育委員の皆様と学校訪問を行いました。

各学校での子どもたちや教員の皆さん、施設の様子などを拝見させてい

ただきました。その後、よい点や気になった点などを校長にお伝えし、

それらを参考に今後の学校運営を進めていただくようお願いをしたとこ

ろでございます。今回は総じて非常によくなったと各学校の校長先生に

言っております。学校の環境もそうですし、授業改善も非常に進んでき

ていると思いました。子どもたちの授業の集中も非常によくなったとい

うことで、今回、各学校においてそういう報告をさせていただいたとこ

ろでございます。 

 また、５月29日より明日まででございますが、私のほうで評価育成シ

ステムに係る校長の目標設定面談を行っております。各校長先生の今年

度の学校運営の方針についてお尋ねしていくものでございます。 

 次に、５月14日と28日には松原市基本構想特別委員会のほうに出席を

し、基本構想案の第２章から第４章の内容などについて議会のほうと議

論いたしたところでございます。 

 次に、５月17日から18日にかけて、岩手県一関市で開催されました全

国都市教育長協議会定期総会並びに研究大会に出席してまいりました。
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17日午前中の定期総会で決算及び30年度の予算案、宣言・決議案の提案

があり、承認をさせていただいたものでございます。午後からは教育研

究部会のほうで学校行財政の部会に出席をさせていただきまして、その

後「震災復興 つながる想い つたえる感謝」と題しまして、子どもた

ちの３グループの発表がございました。非常にいい発表でございました。

１グループは中学生の合唱、第２グループは幼稚園から大学生ぐらいま

でダンス、それで第３グループは高校生の民俗芸能という形で、総理大

臣賞もとるぐらいの民俗芸能でございまして、非常によかったものでご

ざいます。そして、翌日は教育行財政、学校教育、生涯学習といった分

野別の研究発表のほうを聞いてまいりました。 

 続きまして、20日には市役所市民プラザで開催されましたわんぱく相

撲まつばら場所で参加する子どもたちにエールを送ってきたところでご

ざいます。 

 22日の福祉文教委員会では、継続審査となっておりました「これから

の学校教育基本構想検討委員会」に関する執行機関の附属機関設置条例

の一部を改正する条例制定について議論を行ってまいりまして、委員会

においては可決いただいたところでございます。 

 23日は、松原市学校給食連絡協議会に出席いたしまして、ここでは29

年度の事業報告と決算報告のほうが行われたものでございます。 

 また24日は、アウィーナ大阪で開催されました大阪府都市教育委員会

連絡協議会への定期総会へ辰巳委員と栗崎委員、有馬委員とともに出席

をいたしました。総会に先立ちまして、功労者や退任された方々に表彰

状や感謝状の授与がございました。総会では29年度の事業、決算報告と

30年度の役員選出、事業方針や予算案などの提案がございまして、その

後、大阪府教育庁市町村教育室長の坂本俊哉氏から大阪の教育について

のご講演がございました。 

 ちなみに、来年度は松原市が今回大阪府都市教育委員会連絡協議会の

会長市となる予定でございます。 

 31日は、セーフコミュニティ推進本部会議のほうに出席いたしました。

ここでは８月に実施される予定の現地審査の概要等について説明がござ

いました。 

 なお、６月３日には恵我小で行われました地域防災ネットワークプロ

ジェクト訓練に参加をしております。これはセーフコミュニティ活動の

一環として１年に３校ずつの小学校で実施されている防災訓練でござい

ます。 

 また、この間そのほかの各種団体の行事にも参加させていただきまし
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た。 

 以上、ご報告とさせていただきます。 

 この報告について、何かご意見、ご質問等ございますでしょうか。 

 

 よろしいですか。 

 

 それでは、質問がないようでございますので、これより本日の議事に

入らせていただきます。 

 報告が３件、議案が１件、その他案件が３件となっております。 

 なお、報告第８号「松原市立義務教育諸学校教科用図書調査員の任命

に係る専決処分の承認を求めることについて」は、公平かつ適正な教科

書選定を行うため静ひつな審議環境の確保の観点から、秘密会として最

後にご審議いただきたいと考えております。また、その他案件の「調停

事件の不成立について」につきましても、個人情報等を含みますので、

その後説明していただくということでどうでしょうか。よろしいでしょ

うか。 

 

 異議なし。 

 

 ありがとうございます。 

 異議なしということで、それでは、報告第８号「松原市立義務教育諸

学校教科用図書調査員の任命に係る専決処分の承認を求めることについ

て」は非公開にて審議を行います。その後、その他案件の「調停事件の

不成立について」につきましても、引き続き説明をいただきます。 

 それでは初めに、報告第６号「松原市社会教育委員の委嘱及び任命に

係る専決処分の承認を求めることについて」を議題といたします。 

 事務局より説明をいただきます。 

 

 報告第６号「松原市社会教育委員の委嘱及び任命に係る専決処分の承

認を求めることについて」ご説明いたします。 

 同委員の委嘱、任命につきましては、松原市社会教育委員条例により

任期は２年とされております。平成30年５月末をもって任期満了となり

ましたので、新たに平成30年６月からの委嘱、任命について別紙名簿の

とおり行うものです。社会教育委員につきましては、学校教育関係者、

社会教育関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、学識経験者か

らなるもので、それぞれの関係団体より委員の推薦をいただいていると



－5－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東野教育長 

 

 

 

 

 

 

 

各 委 員 

 

東野教育長 

 

 

 

 

 

 

 

山森教育推進

課長 

 

 

 

 

 

 

ころでございますが、先月の定例教育委員会において報告させていただ

きましたように、推薦者の決定が５月の定例教育委員会に間に合わない

団体があったため、別紙名簿のとおり、専決処分により６月１日付で委

嘱、任命いたしましたのでご報告するものでございます。 

 今回、新規で就任されますのは、学校教育関係者で小学校長の瀧澤氏、

社会教育関係者でＰＴＡ協議会会長の井上氏、学識経験者で阪南大の経

済学部准教授の櫻井氏となります。その他の方につきましては再選とな

りますことをご報告させていただきます。よろしくご承認のほどお願い

いたします。 

 

 説明のほうが終わりました。 

 専決処分をしましたこの件につきまして、何かご意見、ご質問ござい

ますでしょうか。 

 よろしいですか。 

 特に質問がないように見受けられますので、報告第６号「松原市社会

教育委員の委嘱及び任命に係る専決処分の承認を求めることについて」

を承認することにご異議ございませんか。 

 

 異議なし。 

 

 異議なしと認めます。 

 よって、報告第６号「松原市社会教育委員の委嘱及び任命に係る専決

処分の承認を求めることについて」は承認されました。 

 続きまして、報告第７号「平成31年度使用松原市立義務教育諸学校教

科用図書選定（小学校）に係る諮問の専決処分の承認を求めることにつ

いて」を議題といたします。 

 事務局より説明を求めます。 

 

 教育推進課の山森でございます。 

 それでは、私のほうから報告第７号「平成31年度使用松原市立義務教

育諸学校教科用図書選定（小学校）に係る諮問の専決処分の承認を求め

ることについて」ご説明申し上げます。 

 ５月の教育委員会議におきましては、来年度から使用いたします中学

校の特別の教科、道徳、こちらの教科書採択についてご説明をさせてい

ただきました。今から申し上げますのは、来年度、小学校で使います教

科書についてということでございます。同一の教科書の採択期間と申し
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東野教育長 

 

 

ますのは通常４年間というふうになっておりまして、これは無償措置法

の施行令第15条第１項で定められておるわけですけれども、通常であれ

ば、そういう意味では今年度新たに小学校の教科書の全てを採択すると、

こういう年度になっているわけですけれども、新学習指導要領が平成32

年度から実施されるということにかかわりまして、今回新たに検定に申

請が出た教科書がなかったということでございます。つきましては、こ

れまで使用しております教科書もしくは26年度に検定を通った教科書の

中から採択をすると、こういった作業が必要となってまいります。 

 議案説明資料の５ページをご覧いただけますでしょうか。 

 そちら１番、採択に当たっての留意事項について。（１）小学校用教

科書の採択についてという項目があるかというふうに思うんですが、そ

こから11行ほど飛ばしていただきまして「例年どおり」というところを

ご覧いただければと思います。 

 少し読み上げます。「例年どおり、採択権者の判断と責任により、綿

密な調査研究を踏まえた上で、適切に採択が行われることが必要となる

が、その際、４年間の使用実績を踏まえつつ、平成26年度採択における

調査研究の内容等を活用することも考えられること」と記述がございま

す。 

 そこで本市としましては、来年度小学校で使用する教科書につきまし

て、こちらも選定委員会のほうに諮問をいたしまして、その上でこれま

での使用実績等を鑑みて答申をいただくと、こういった手続を踏んでま

いろうと思っております。 

 つきましては、報告第７号の次のペーパーをご覧いただけますでしょ

うか。 

 そちら、「松教推第87号、平成31年度使用松原市立義務教育諸学校教

科用図書選定について」と、諮問文がございます。こちらのほうを選定

委員会のほうに諮問をいたしまして、選定委員会のほうから答申をいた

だいて来年度使用する小学校での教科書についての答申をいただくと、

このような段取りを踏んでまいりたいと思っております。つきましては、

こちらの件につきまして先日教育長専決を行いましたので、これを報告

するものです。ご承認のほうどうぞよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

 

 説明のほうが終わりました。 

 この件について、何かご意見、ご質問ございますでしょうか。 
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 何を言っているか全然。前に小学校の教科書を決めたのはいつでした

か。選定したのは。 

 

 平成27年度から今の教科書を使っております。27、28、29で、今年採

択を新たにして31年度で変えるんですが、32年度に新教育課程が始まり

ますので、そこにあわせて教科書採択すると、つきましては来年５年目

になるということになるんですけれども、５年目の教科書にどれを使う

かということについて選定委員会のほうに諮問するということでござい

ます。その際には、これまで４年間使った実績等を踏まえてご意見をい

ただく、答申をいただくと、こういう形で進めていくということでござ

います。 

 以上でございます。 

 

 万が一「これあかんわ」となったら、決め直さないといけないという

ことですか。 

 

 そうですね。前やった検定を受けたものから。 

 

 その結果はいつわかるんですか。 

 

 ７月までの選定委員会のほうで十分に論議をいたしまして、その意見

については一旦選定委員会からいただく段取りで進めております。そこ

で恐らく現状の教科書につきまして特に大きな問題がなければ、そのま

ま今の教科書を使うという結論になるかなというふうに考えております。 

 

 31年度にがばっと見直すということですよね。 

 

 今度また次の教科書を決め直す。まだその教科書が出ていませんので、

それが来年また出てきます。 

 

 新学習指導要領に沿ったものは31年度ですね。 

 

 そうです。あくまで今使っている教科書の中からという話になります

ので、いわばもう一度この間４年間見てどうだった、よければそれでい

いし、だめだったら見直すという話ですので、それを選定委員さんで一

度やっていただこうかなと。これでいいということであれば別に問題は
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ありません。 

 

 今回の場合イレギュラーなわけですね。そういうことですね。学習指

導要領が変わったので。 

 

 少し例年と違って４年間ではなくて、今度もし同じものが採択されれ

ば５年間ということですので、ちょっとイレギュラーということになり

ます。 

 

 大体流れとしては認められるような感じですか。 

 

 １年間だけのためにまた綿密な膨大な調査が要るようになりますので。

また新しく採択をすると、教員はまた１から教材研究をして、新しい教

科書で１年だけ教えるということになりますので…。 

 

 それでまた次の教科書ができますから。 

 

 今使っているものに特に大きな問題がないということであればそのま

まと、こういうことです。 

 

 特に現場から「これはあかん」みたいな声は上がっていないんですね。 

 

 はい、聞いておりません。 

 

 

 他にご質問はございませんか。 

 

ではないように見受けられますので、報告第７号「平成31年度使用松

原市立義務教育諸学校教科用図書選定（小学校）に係る諮問の専決処分

の承認を求めることについて」を承認することにご異議ございませんか。 

 

 異議なし。 

 

 異議なしと認めます。 

 よって、報告第７号「平成31年度使用松原市立義務教育諸学校教科用

図書選定（小学校）に係る諮問の専決処分の承認を求めることについて」
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津村いきがい

学習課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

東野教育長 

 

 

松井委員 

 

有馬委員 

 

津村いきがい

学習課長 

 

有馬委員 

 

津村いきがい

学習課長 

 

東野教育長 

 

 

 

 

各 委 員 

は承認されました。 

 続きまして、議案第10号のほうにまいります。「松原市立公民館運営

審議会委員の委嘱について」を議題といたします。 

 事務局より説明のほうを求めます。 

 

 議案第10号「松原市立公民館運営審議会委員の委嘱について」ご説明

させていただきます。 

 同委員の委嘱につきましては、松原市立公民館運営審議会条例により

任期は２年とされ、平成28年10月１日から平成30年９月30日までの任期

で、平成28年９月の定例教育委員会において承認をいただいているとこ

ろでございます。今回、社会教育関係者にて改選がございましたので、

別紙のとおり委嘱いたしたくよろしくお願いいたします。 

 なお、任期は残任期間の平成30年９月30日までとなっております。よ

ろしくご審議のほどお願いいたします。 

 

 説明のほうが終わりました。 

 この件について、何かご質問、ご意見ございますか。 

 

 ６月から９月まで。 

 

 ３カ月弱。 

 

 ９月30日までの残任期間のみという形になりますので、10月１日から

はまた改めてご承認していただくという形になります。 

 

 ということは、この人がまた再任みたいな感じになるんでしょうか。 

 

 今の形でしたら、10月以降もこの方になる可能性が高いかとは存じま

す。 

 

 他に質問等ございませんか。 

 

ないように見受けられますので、議案第10号「松原市立公民館運営審

議会委員の委嘱について」を可決することにご異議ございませんか。 

 

 異議なし。 
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東野教育長 

 

 

 

 

 

 

津村いきがい

学習課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東野教育長 

 

 

松井委員 

 

津村いきがい

学習課長 

 

松井委員 

 

津村いきがい

学習課長 

 

東野教育長 

 

松井委員 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第10号「松原市立公民館運営審議会委員の委嘱について」 

は可決されました。 

 続きまして、その他案件のほうに入ります。 

 「松原市少年自然の家の指定管理者募集について」の説明をお願いい

たします。 

 

 「松原市少年自然の家の指定管理者募集について」ご報告いたします。 

 奈良県奈良市月ヶ瀬にございます松原市少年自然の家につきまして、

平成31年３月31日に指定管理期間が満了となることから、平成31年４月

１日から平成34年３月31日の３年間を指定の期間とする指定管理者の募

集を行う予定でございます。 

 ５月30日に松原市公の施設の指定管理者候補者選定委員会を開催いた

しました。その中で、募集要項等の内容についてご審議をいただきまし

た。要項等の配布は、平成30年６月８日金曜日から７月10日火曜日、申

請書の提出期間は７月９日月曜日、７月10日火曜日を予定しております。

申請団体につきましては、内容を審査いたしまして、指定管理者候補者

を選定してまいりたいと考えております。今後も進捗状況等を随時ご報

告させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 

 説明のほうが終わりました。 

 この件については、何かご質問、ご意見ございますか。 

 

 今の時点で何社か手を挙げようとしているところはあるんですか。 

 

 ８日から要項等を配布という形でオープンにさせていただくんですけ

れども、今のところ、まだお問い合わせ等は……。 

 

 はない。 

 

 はい、今はまだない状況です。 

 

 

 今受けているところが出すんじゃないかなと思いますね。 

 

 今の受けているところがね。 
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津村いきがい

学習課長 

 

東野教育長 

 

松井委員 

 

津村いきがい

学習課長 

 

松井委員 

 

津村いきがい

学習課長 

 

東野教育長 

 

 

 

 

 

 

 

田中委員 

 

東野教育長 

 

 

栗崎委員 

 

 

津村いきがい

学習課長 

 

 

 

 そういう話は聞いております。 

 

 

 それ以外にまた出てくるかも。 

 

 出てくるかも。まだそんな問い合わせはない。 

 

 はい。 

 

 

 今のところで、去年度の決算はきちっといけていましたか。 

 

 決算的には健全な経営されているというような形で考えております。 

 

 

 場所は月ヶ瀬なんですけれども、利用者全体の日帰りとか宿泊は増え

てはおるんですけれども、ただ、問題が市民の利用者数が余り増えてい

ないというのがございまして、今回もそういう意見もあったみたいでし

て、今回広告されるというふうには聞いております。もしかするとまた

違う民間活力を活用したらもっといろいろなのが出るんじゃないかとい

う形で、だから３カ年という形で今回されるということは聞いておりま

す。 

 

 指定管理者ということは、運営自体も任せるということですね。 

 

 そうです。運営管理自体も任せてしまうということです。業務委託じゃ

なくてね。 

 

 じゃ、もし赤字とかになった場合は、向こうが責任を持ってちゃんと

してくれるんですか。 

 

 そうですね。もともと収支計画を立てていただいて、そのご提案をい

ただいた上で我々としても指定管理をお願いしていますので、モニタリ

ングという形で毎年その辺のチェックはさせていただいているんですけ

れども、万が一運営上計画どおりにいかないというのであれば、基本的

には指定管理者の責任においてそこは運営していただくというお約束に
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松井委員 

 

東野教育長 

 

 

松井委員 

 

東野教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幸教職員課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なっております。 

 

 別に市からお金が出ているわけじゃないんですか。 

 

 市から一定のお金の分はありますが、それよりマイナスになる分は自

分たちでやってくださいということです。 

 

 自分たちでということですね。 

 

 だから儲かった分についてもどうするかまた話して、儲かった分をく

ださいと言うのか、半分くださいというのか、自分のところで使ってい

いよと言うのか、そういうのはいろいろな契約をされているみたいです

ね。 

 

 ほか何かご質問ございますか。 

 

 他に質問がないようでございますので、次に移りたいと思います。 

 続きまして、「執行機関の附属機関設置条例の一部を改正する条例制

定について（議会継続審査案件）の議会審議状況報告及びこれからの学

校教育基本構想検討委員会規則（素案）について」の説明をお願いした

いと思います。 

 

 平成30年３月の第１回の定例会のときに、福祉文教委員会におきまし

て継続審議となりました議案第18号「執行機関の附属機関設置条例の一

部を改正する条例制定について」、いわゆる我々が「これからの学校教

育基本構想検討委員会」と言っているものですけれども、それについて

先般５月22日の福祉文教委員会におきまして可決されましたのでご報告

申し上げます。 

 ５月22日の福祉文教委員会におきましては、主に３点についてご意見

を賜りました。 

 １点目は、諮問内容についてということです。 

 諮問内容につきましては、予測困難なこれからの社会を生きる松原の

子どもたちにとって、今後どのような教育が必要かについてご意見をい

ただくということとともに、学校の小規模化にかかる適正規模について

もご意見を伺うという諮問趣旨を回答いたしました。諮問内容について

は、７月の定例の教育委員会議でお諮りします。 
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東野教育長 

 

 

田中委員 

 

 

 

 

 ２点目は、検討委員会の構成員についてです。 

 本日、配付の「これからの学校教育基本構想検討委員会規則」の素案

をご覧いただきたいと思います。 

 この素案の第３条に、検討委員会の委員構成を記載しております。検

討委員会設置条例は、これからの学校教育基本構想検討委員会におきま

して審議される予定であり、規則素案であることから、委員数について

は現在空白にしております。当初の案では委員数35名としておりました

が、非常に人数的に多くてなかなか成立といいますか、まとまらないだ

ろうというところで再度考えましたところ、14名で教育委員会議にお諮

りするというふうに委員会では回答させていただきました。内訳は、学

識経験者が２名、幼稚園及び小中学校長が３名、ＰＴＡの関係者が８名、

ＰＴＡの関係者につきましては、各中学校区から１名ずつと幼稚園１名

で８名を考えております。それと、松原市の地域教育協議会の役員１名

ということです。ＰＴＡ関係者につきましては、議会から、校区から１

名では荷が重いのではないかと、また出席できない場合があるのでＰＴ

Ａ関係者２名のほうがよいのではないかというご意見を賜りました。ま

た、地域協は７中学校区にあるので、それぞれの中学校区から７名出し

てもらってはどうかという意見も賜りました。 

 ３点目ですが、検討委員会と通学区域審議会、いわゆる校区審との関

係についてです。 

 それにつきましては、検討委員会で学校の適正規模についてのご意見

をいただきまして、教育委員会議で方針を決定すると、そしてそのこと

を踏まえまして校区審に対して統廃合も含む適正配置について諮問をす

ると回答しております。 

 本日は、先ほども申しましたように、この検討委員会の規則の素案を

配付しておりますので、皆様のご意見をいただきたいと思っていますの

で、ご審議よろしくお願いいたします。 

 

 説明のほうは終わりました。 

 この件について、何かご質問、ご意見ございますでしょうか。 

 

 質問というか確認なんですけれども、この検討委員会というのは３月

には継続審議になって、今回承認をいただいたということなんですけれ

ども、承認いただいたということは、すなわち我々が持っているような

問題意識、要は少人数化だとか、これからの教育をどうするんだとかと

いうふうなことも議員の先生方と同じような課題というんですか、そう



－14－ 

 

 

幸教職員課長 

 

 

田中委員 

 

 

 

幸教職員課長 

 

 

 

 

 

田中委員 

 

 

 

 

 

幸教職員課長 

 

 

 

 

 

田中委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

いったものを共有できたと、そういう認識をしてもいいんでしょうか。 

 

 委員会におきまして、そこの部分をいろいろ話し合いましたので、共

有できたと認識しております。 

 

 ということは、我々が持っている課題というものがそのまま議会のほ

うでも同じ問題点だというふうな立場に立って検討を進めていくという

ことですね、この検討会も。 

 

 我々が提案しましたように、学校についてはコミュニティスクールと

小中一貫教育を取り入れたような、松原の子どもたちにとってよりよい

教育を考えていくということと、これからの子どもたちが少なくなって

いる状況に応じて適正規模を考えていくというところで話がまとまりま

した。 

 

 ありがとうございます。 

 そうすると、今検討委員会の委員の数がブランクだと最初説明ござい

ましたけれども、その中で35名という案もあって、14名ぐらいかなとい

うようなお話もあったんですけれども、これは具体的に14ぐらいがいい

のか、多いほうがいいのか、どういう認識を持っておられますか。 

 

 ほかの他府県等の例を見ますと、検討委員会はやはり14名でも多いぐ

らいで、少ない人数で立ち上げております。松原市としましては、でき

るだけたくさんの意見をいただきたいと思いまして、最初は35というこ

とで提案させてもらったんですが、その委員会の中でまとまるのかとい

うふうなご提案を承りまして14名という数字にさせていただきました。 

 

 要は、検討委員会は検討するだけじゃなくて、その結果を上げていた

だかないといけないんですよね、当然のことながら。そうすると、35名

が多いのか少ないかというのは別にして、余り多いと意見というのはま

とまらないんじゃないかなというふうに個人的には思います。 

 そうすると、では今度14名がいいのかと言われると、これもまた疑問

ではあるんですけれども、ただ、議員さん含めて我々と問題点が共通認

識だというふうなことに立ちますと、どちらかというと地域の方々を取

り込んだ構成メンバーというのが一番いいんじゃないかなというふうな

気はするんですね。先ほどの説明の中では、ＰＴＡ関係者が８名という
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幸教職員課長 

 

 

 

 

 

辰巳委員 

 

 

 

 

 

幸教職員課長 

 

有馬委員 

 

 

幸教職員課長 

 

 

 

 

 

辰巳委員 

 

 

幸教職員課長 

 

 

 

ことで一番割合としては多く、14名を正とした場合ですね。ＰＴＡ関係

者が８名というふうなご意見ございましたけれども、そういった意味で

ＰＴＡ関係者、地域の方々の関係者が一番多いと。この辺の方々の意見

を聞くことがまずは一番大事なことかなというふうなことを私は思うん

ですけれども、その辺についてはいかがでしょうか。 

 

 我々としましても、より地域、それから保護者の意見を聞きまして、

今の子どもの現状に応じて、その子どもたちに必要な力をつけていきた

いと考えておりますので、おっしゃるように、保護者、地域の意見を大

事にしていきたいと思いまして14名という数字を出させていただきまし

た。 

 

 同じような意見ですが、検討委員会の構成メンバー、ＰＴＡ関係者８

名という原案で、下のほう見ますと、第６条で、第３項、会議の議事は

出席委員の過半数で決しとなっておりますので、ＰＴＡの方々の意見で

もう決定できると、それだけＰＴＡの重みを考慮しているということで

すね、この案文はね。そういうふうに理解してよろしいですか。 

 

 はい、そのとおりでございます。 

 

 検討委員会のＰＴＡ関係者、中学校から１人ずつ出すというか、これ

はどういうふうに選出される予定なんでしょうか。 

 

 選出につきましては、校長でありますとかそういうところにいろいろ

聞きながら、２年続きの委員の方になっていただきたいと思っておりま

すので、適切な方をご意見いただきながら、またＰＴＡ協議会からもご

意見いただきながら、こちらから委嘱させていただこうと考えておりま

す。 

 

 要するに、２年務めることができる人ということは、もう６年生になっ

てから初めてするということはあり得ないということですね。 

 

 下のお子さんがおる場合はありますけれども、上だけでは。また中学

でされることもありますので。中学３年で下のお子さんがいない場合は、

もうその方はできないということになります。 
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幸教職員課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

横田学校教育

部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松井委員 

 

 

 

東野教育長 

 

 

 

 

 

 当初だと余りにも多いので、開催も難しいし、意見もまとまりにくい

のかなということで、大体これぐらいの数で抑えたということなんです

ね。この数で抑えたんだけど、それ以外にいろいろな意見を聞くとか、

そういうことは何か考えておられるんですか。 

 

 まずこの委員会におきまして、地域、保護者、そういう市民のアンケー

トを実施しまして、今の子どもの実態であるとか、地域、保護者が願う

子ども像であるとか、そういうところをアンケートによって探ろうと思っ

ております。 

 また、例えば、まつばらテラスなどで地域の方などをお呼びして説明

会を開くであるとか、あるいは、この検討委員会の中に必要に応じて意

見を聞けるような方を場合によっては呼ぶというようなところでさまざ

まな意見をとっていきたいと考えております。 

 

 今の幸の説明の追加でございますが、具体的には、この素案の第７条

に関係者の出席等ということでございまして、「会議において必要と認

めるときは委員以外の関係者に出席を求め、その意見を聞き、または資

料の提出を求めることができる」。つまり、選出された中学校区お１人

のご代表のＰＴＡの方以外の学校のＰＴＡの会長に場合によっては来て

ほしいというような議案の進行の中で要望がありましたらお呼びできま

すし、また、地域教育協議会の役員につきましても、７中学校区の１中

学校区の役員が委員になるわけですけれども、残りの６つの地域協の方

にもこの関係者の招聘ということで必要に応じてご意見を聞けるという

ことにもなっております。 

 以上でございます。 

 

 ちょっと地域が少ないかなと思っていたんですけれども、今のお話を

聞いたら、そのときの必要に応じて来ていただいたらいいですね。その

地域のことがわからないときとかね。なかなか７条がいいですね。 

 

 こういう形で、今回６月本会議で議決をいただいたら、規則をこの素

案で専決させていただいて、委員さんの選出へ入っていきたい、ちょっ

とおくれていますのでね。選出も結構時間かかると思うんです。それか

ら１回目の会議のほうをできるだけ早く開いてスケジュールとか決めて

いきたいなというふうに思っております。 

 ほか何かご意見ありますか。 
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栗崎委員 

 

幸教職員課長 

 

 

栗崎委員 

 

幸教職員課長 

 

 

 

東野教育長 

 

 

 

 

幸教職員課長 

 

 

東野教育長 

 

幸教職員課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 何年ぐらいですか。 

 

 検討委員会自体はこれからも続くんですが、今回のことにおきまして

は２年をめどに考えております。 

 

 それで２年で決まったら、それを実行していくということですか。 

 

 その諮問内容をいただきまして、また教育委員会議の中で具体的なこ

とを決めていきまして、それを学校で実施していくということになりま

す。 

 

 ほかございますか。よろしいですか。 

 

 ありがとうございました。他に質問がないようでございますので、次

のほうにまいりたいと思います。 

 

 先ほどの学校教育基本構想のことで最後つけ足してよろしいでしょう

か。 

 

 はい、どうぞ。 

 

 ご意見ありがとうございました。 

 今後、６月議会におきまして、本検討委員会設置条例について審議さ

れる予定となっております。 

 検討委員会につきましては、できるだけ早い時期に立ち上げたいと考

えております。可決された場合には、早急に検討委員の選定を進めてま

いりたいと考えており、本日いただいたご意見を踏まえまして、本日お

配りした規則、素案のとおり教育長専決にて決定してまいりたいと考え

ております。検討委員会の選定につきましては、７月定例教育委員会議

にてお諮りしたいと考えておりますので、よろしくお願いします。 

 今後の予定としましては、６月議会において先ほども述べさせていた

だいたとおり、教育委員会の附属機関である検討委員会設置条例が審議

されます。可決された場合、その後、条例公布とともに検討委員会規則

を教育長専決にて公布予定としております。よろしくお願いします。 
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東野教育長 

 

 ありがとうございました。 

 ほかにございますか。 

 

 本日、追加案件といたしまして、「平成29年度松原市一般会計補正予

算（第７号）の専決処分の承認を求めることについて」と「平成30年度

松原市一般会計補正予算（第１号）の専決処分の承認を求めることにつ

いて」ご提案させていただきます。 

 資料のご確認のほう、よろしくお願いいたします。 

 

 それでは、ただいま事務局より提案されました「平成29年度松原市一

般会計補正予算（第７号）の専決処分の承認を求めることについて」と

「平成30年度松原市一般会計補正予算（第１号）の専決処分の承認を求

めることについて」を議案とさせていただきたいと思います。 

 それでは、「平成29年度松原市一般会計補正予算（第７号）の専決処

分の承認を求めることについて」を報告第９号、「平成30年度松原市一

般会計補正予算（第１号）の専決処分の承認を求めることについて」を

報告第10号として審議に入ります。 

 事務局より報告第９号について説明を求めます。 

 

 報告第９号「平成29年度松原市一般会計補正予算（第７号）の専決処

分の承認を求めることについて」ご説明させていただきます。 

 松原市奨学基金の平成29年度の預金利息としまして4,812円を基金に積

み立てるものでございます。 

 なお、平成29年度は、中学３年生１名に貸し付けを行っております。 

 以上でございます。 

 

 説明のほうが終わりました。 

 この件については、何かご意見、ご質問ございますか。 

 ないように見受けられますので、報告第９号「平成29年度松原市一般

会計補正予算（第７号）の専決処分の承認を求めることについて」を承

認することにご異議ございませんか。 

 

 異議なし。 

 

 異議なしと認めます。 

 よって、報告第９号「平成29年度松原市一般会計補正予算（第７号）
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東野教育長 

 

田中子ども未
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の専決処分の承認を求めることについて」は承認されました。 

 続きまして、報告10号について説明を求めます。 

 

 子ども未来室の田中です。よろしくお願いします。 

 報告第10号「平成30年度松原市一般会計補正予算（第１号）の専決処

分の承認を求めることについて」ご説明いたします。 

 目１、幼稚園総務費で1,140万7,000円を計上いたしましたのは、恵我

幼稚園において安全な保育実施が困難となったことから、急遽、保育の

実施場所を恵我幼稚園から三宅幼稚園に移したことにより生じた園児及

びその保護者の通園にかかる負担の軽減を図ることを目的に、通園バス

を運行するための借上料でございます。 

 以上でございます。ご承認のほうよろしくお願いします。 

 

 ありがとうございます。 

 事務局からの説明が終わりました。 

 この件について、何かご意見、ご質問ございますか。 

 

 これは、運転手の人件費とガソリン代と整備費とか車検代とか全部入っ

ているわけですね。 

 

 今回挙げさせていただいていますのは、７月から３月までの間の予算

となっております。 

 

７、８、９、10、11、12、１、２、３、９カ月。９で割ったらいくら

か。 

 

 松原市の業者ですか。 

 

 違います。ＭＫタクシーのほうになります。 

 

 

 ぐるりん号をされているところは、住所は松原ですか。 

 

 違います。 
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 今ぐるりん号の契約をされているところです。 

 

 事務所は河南町ですが、当然本社は京都です。 

 ぐるりん号でも信用がございますので、そこで……。 

 

 ぐるりん号もそこで借りて……。 

 

 ぐるりん号の契約も今度ＭＫさんに移ったということで、それでそこ

にちょっとお願いをされた。 

 

 もうちょっとこれ安くならないんですか。これかなり高いですよ。９

カ月でしょう、これ。 

 

 一応１年度で終わりという形で契約しておるので、１年で全て償却で

きるという形で新車も用意していただいたという経過がありますので。 

 

 朝２便、帰り２便やってもらっています。 

 

 10年とかいう形で長期契約をさせていただくと、それは当然年額が安

くなろうかなとは思いますが。 

 

 単年度契約なので割高になっていると。 

 

 単年度契約なので、１年で全て償却をできるという形での額だと考え

ております。 

 

 朝２回してもらって、帰りも２回してもらっているのもありますよね。 

 

 １台ですか。 

 

 １台です。 

 

 そしたら、来年度、バスはどうなるのですか。 

 

 今内部で協議しておるところで、今現在お答えできる状況にないので、

またお決まりしましたら皆さんにご報告させていただきたいと思います。 
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東野教育長 

 

 

 

 

 

 

 ほかにございますか。 

 

 バスはまだ協議中だということなんですけれど、そうしたらいつぐら

いにわかるのでしょうか。早目にしないと４歳児の保護者さんが、また

秋口になってきたら、「次どうなるの、またこのまま三宅幼稚園に行く

んですか」という質問も多分出始めるかもしれないし……。 

 

 ９月には出ていないと。 

 

 やっぱり次10月の募集とかもあるんですが。 

 

 他の幼稚園さんの願書配布の時期もございますので、１学期中にはで

きたらお答えできるようにしていきたいなというお話はＰＴＡの皆さん

にさせていただいております。でも今現在協議中で、余り時間がないと

いうのが現状、正直なところです。 

 

 今回は、単年度の今年の予算についてということになっておりますの

で。 

 

 すみません。ありがとうございます。 

 

 ほかにご質問ございますでしょうか。 

 ほかにないようでございます。 

 それでは、報告第10号「平成30年度松原市一般会計補正予算（第１号）

の専決処分の承認を求めることについて」を承認することにご異議ござ

いませんか。 

 

 異議なし。 

 

 異議なしと認めます。 

 よって、報告第10号「平成30年度松原市一般会計補正予算（第１号）

の専決処分の承認を求めることについて」は承認されました。 

 

 ほかに何かございますか。 

 特にないようでございますので、最後に報告第８号「松原市立義務教

育諸学校教科用図書調査員の任命に係る専決処分の承認を求めることに
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ついて」審議し、その後、その他案件の説明をお願いしたいと思います。 

 なお、これらの案件につきましては、冒頭、秘密会と決定いたしまし

たので、関係者以外の皆様のご退室のほうよろしくお願いをいたします。 

 

それでは、事務局より説明を求めます。 

 

（非公開） 

 

 それでは、他に質問がないように見受けられますので、報告８号「松

原市立義務教育諸学校教科用図書調査員の任命に係る専決処分の承認を

求めることについて」を承認することにご異議ございませんか。 

 

 異議なし。 

 

 異議なしと認めます。 

 よって、報告第８号「松原市立義務教育諸学校教科用図書調査員の任

命に係る専決処分の承認を求めることについて」は承認されました。 

  

 では、続きまして「調停事件の不成立について」の説明を事務局より

お願いいたします。 

 

（非公開） 

 

 ほかに事務局より何かございますか。 

  

 それでは、ほかに何もないようでございますので、以上で本日の日程

については全て終了いたしました。 

 これをもちまして６月の定例教育委員会を終わります。 

 ありがとうございました。 

 （閉会宣言 午後４時０５分） 

 

署 名    教育長   東野 光弘 

     委 員   松井 直輝 


